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要旨 1989年の第6次学習指導要領に創造的音楽学習の理念が導入されてから既に20年の歳月が流れた．

2008年改訂の小学校学習指導要領では創作の呼称が音楽づくりとなり，内容的にも創作学習の新局面を

迎えている．この現代の音楽づくりと共通する創作活動を提案していたのが1951年の学習指導要領（第2
次試案）である．本稿は戦後の教育改革期における音楽科の創作活動に焦点を当て，試案期の学習指導

要領に着目しつつ，創造的表現，創作関連の著作，教育実践などについて精察を加えた問題史である．

歴史を振り返ることによって，結果的に現在の音楽づくりの特長も把握することができた． 
キーワード：学習指導要領（試案） 音楽づくり 創作 創造的表現 諸井三郎

 
 

 はじめに 
 

 J.ペインターとP.アストンによる『音楽の語るも

の』（原題Sound & Silence 1970，以下『Ｓ＆Ｓ』）

が1982年に邦訳されて以来，音楽教育における創

作活動は，次第に広がりを見せてきている．1990

年の第６次学習指導要領で導入された「つくって

表現（音楽づくり）」には，この『Ｓ＆Ｓ』を初め

として，1960年代から欧米を中心に広がってきた

創造的音楽学習（Creative Music Making, 以下CMM)1）

の考え方が反映された．子どもが自ら音素材を追

究して経験創作により音楽をつくる活動は，旋律

創作に留まらず，即興表現，音素材の追究，手づ

くり楽器，身体表現，言葉や視覚刺激による音楽

づくりなど，様々な活動が含まれる． 

  2008年３月改訂の新学習指導要領においても，

音楽づくり（中学校は創作）の充実は，改訂のポ

イントの１つになっている． 

 戦後の教育改革期の音楽教育を振り返ると，試

案期の第１次および第２次学習指導要領には，既

に創作が加えられていた．戦時中の芸能科音楽時

代を経て，戦後，唱歌科は音楽科という教科名を

獲得した．内容的にも，歌唱だけでなく，創作や

鑑賞や器楽が導入されたことは画期的なことであ

った．とりわけ創造的表現の名称で第２次の小学

校学習指導要領に導入された創作活動の内容には，

現在の音楽づくりと重なる活動が少なくないこと

に兼ねてから着目していた． 

 本稿では，日本が占領期から次第に独立を回復

しつつ戦後の自由主義的な教育をめざした時期，

すなわち主に昭和20年代の小学校の創作活動に焦

点を当て，試案期の学習指導要領，アメリカの音

楽教育の影響，創作関係の主張や実践などを振り

返る．なおこれらを踏まえて，現在の音楽づくり

の特長についても言及したい． 

 

 １．終戦直後の教育状況と音楽教育 
 

 1945年の戦争終結によって，日本は連合国軍総

司令部（General Headquarters，以下GHQ）の指揮

下に置かれた．そして終戦後の日本の教育改革は，

GHQの特別参謀部である民間情報教育局（Civil 

Information and Education Section，以下CIE）の下*しまざき あつこ 文教大学教育学部学校教育課程 
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で進められた．CIEはまず教育における軍国主義

や超国家主義を払拭し，新学期に向けて問題箇所

を削除した暫定教科書の作成を手がけた．音楽教

科書は，２ヶ月遅れの1946年６月に暫定教科書が

発行された．また同年６月頃から問題のある出版

物没収なども行われるようになった2）． 

 新たな音楽教育のために芸能科音楽暫定教科書

の編集作業の実務にあたった人物は，大正期から

先導的に創作や鑑賞を音楽教育に導入した青柳善

吾だった3）．翌1946年１月には作曲家の諸井三郎

が文部省の社会教育局に入り，同時に教科書局図

書監修官の職務を兼務した．この時期の諸井の考

え方が戦後の新しい音楽教育にも濃厚に反映され，

現在までその影響を残している．すなわち諸井の

音楽教育理念とは，本来，音楽は芸術であり，そ

れ自身が目的であって手段であってはならないと

いうものであった． 

 同年３月５日にはマッカーサーの要請によって，

著名な教育関係者27名で構成されたアメリカ教育

使節団が来日し，ほぼ１ヶ月の滞在を経て，「アメ

リカ教育使節団報告書」を提出した．その内容は，

教育の目的，内容，教育行政，教員養成，成人教

育，高等教育など多岐にわたるものであり，六三

制，男女共学，義務教育の延長，教育委員会の設

置などを勧告していた．同報告書には日本の教育

の立て直しに関連して，２つの基本方針が示され

ている．1つは軍国主義教育の排除である．もう1

つは国際平和や個人の権威の確立を目的とする教

育の実施であり，独創性や創造性の重視，教育の

機会均等などが提案された．後者に関連して，歴

史・倫理・地理・文学・芸術・音楽といった教科

で，日本の文化的伝統の注意深い評価と分析が行

われる必要性が示され，いわば文化的伝統の充実

や発展を奨励する方向がみられた4）． 

 しかし「公民教育における教授実践上の提案」

の項では，「行儀作法や倫理的な態度は，学校内の

他の状況，たとえば音楽活動の諸団体の中で養わ

れる．合唱隊，朗読隊，それに楽器が使用できれ

ば楽隊，オーケストラ，重奏団などは，美的価値

を認識させるだけでなく，生徒に個人的娯楽を望

ましい社会目的と結び合わせることを得させるで

あろう」5）と課外活動における音楽の道徳的効能

を示唆していた．音楽をいわば道徳心の育成など

の手段にすることを忌避したのが，文部省の図書

監修官の立場にあった作曲家諸井三郎だった．彼

はこの時期の音楽教育界を牽引した人物である． 

 

 ２．諸井三郎の音楽教育論 
 

 戦時中には国防教育の立場から絶対音感教育が

奨励され，戦意高揚のために軍歌が歌われる等，

音楽はまさに音の軍需品であった． 

 戦後の音楽教育の出発にあたって，音楽は芸術

教育であり，音楽の知識や技術を学び，より深く

音楽美を感得する中で人間性が高まるのであり，

音楽が手段であってはならないと諸井は主張した． 

 昭和20年代初頭に，諸井はいくつかの論文や著

書で，同様の立場の主張を繰返していた6）．彼が

不退転の決意で，敢然と芸術教育としての音楽教

育を宣言した背景には，「戦時中は特に軍国主義的

な情操を養うための手段として行われた音楽科指

導から，ヒュウ
ママ

マニズムに基く芸術教育としての

音楽科指導に解放されること」7）への強固な意志

があった． 
 創造的な創作活動に身を置く作曲家であり，な

お戦後最初に民間から登用された文部省教科書局

図書監修官であったことから，当時の諸井の主張

の影響力は大きかった．この諸井の主張は，1947

年６月発行のコース・オブ・スタディー，すなわ

ち学習指導要領音楽編試案（以下第１次試案）に

反映されていく． 

 諸井は，子どもが音楽を楽しむには，画一主義

や鋳型主義を廃して，歌唱だけでなく，器楽・鑑

賞・創作教育も行う必要性を強調した． 

 また新たな分野の創作については，「例へどんな

に初歩的な創作であっても，創作の体験を持つこ

とは音楽の理解・鑑賞に大きな力になる」8）と述

べていた．そして作文や絵画に比べて作曲が難し
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いのは，音楽が具象性をもっていないことと表現

のために楽譜という特別な方法を用いているから

だと考えた．しかし諸井はこの難しさを克服する

具体的な方法まで示唆した．すなわち前者につい

ては，模倣から始めること，歌詞の活用，旋律の

穴埋めなどの指導の工夫を提案した．また後者に

ついては，創作だけでなく歌唱や器楽における読

譜力や記譜力の育成，絵画的な楽譜の活用なども

提案した9）． 

 諸井は他教科との関連の推進についても積極的

であり，工作との関連で，簡易楽器の製作やそれ

を使った合奏なども奨励した．「この様な場合には

技の巧拙よりもさうした努力の内に体験される創

造の喜びに重点を置くべきである」10）という彼の

主張は，まさに現代の手づくり楽器の考え方に共

通するものである． 

 大戦以前の音楽教育がほとんど唱歌中心の教育

であったことを考えると，20年代初頭の諸井の音

楽教育に対する提案は極めて斬新であった．遡る

ならば，大正新教育時代の一部の進歩的な研究者

や実践者による創作，鑑賞，器楽に関する成果が，

多少なりとも戦時下の芸能科音楽にも反映されて

いたことが，結果的に戦後の多様な音楽活動を含

む音楽教育の礎になったといえよう． 

 

 ３．試案期の学習指導要領における創作学

習 
 

（1）昭和22年版学習指導要領（第１次試案） 

 諸井は，昭和21年に，CIEから教科書業務をよ

りも学習指導要領の作成を優先するようにとの指

令を受けた．教科書局内の作成委員長青木誠四郎

が司令部から受け取ったのは社会科のバージニ

ア・プランやカリフォルニア・プランであったが11），

音楽科は特に参考にしなかったようである．当時，

図書監修官は1人ずつCIEに呼び出されて教育観

や作成方針について問われた．子どもの側に立っ

て多様な音楽活動を導入しようとした諸井の教育

論や主張は，そのまま受け入れられ，CIE側から

の強い指令はなかったという12）． 

 このことは学習指導要領作成の直接の責任者ハ

ークネスが音楽について不案内だったことや当時

のアメリカの方針がデユーイの児童中心主義教育

に影響を受けていたことが幸いしたと思われる． 

 この事実は，戦後初の学習指導要領の中で，音

楽はCIE主導ではなく，諸井三郎の考えに基づい

て日本側主導で作成されたことを証明するもので

ある．1946年11月に，諸井が慫慂して学校教育に

詳しい花村大が文部省教科書局に入局したが，後

年，花村はこれを裏付ける証言をしている．すな

わち第1次試案は，諸井三郎が書いたもので，花村

はその原稿を読んで意見を述べたこと，音楽に関

してはアメリカ主導ではなくすべて諸井や花村に

任されたことなどを語っている13）． 

 第１次試案における「音楽教育の目標」の最初

には，＜音楽美の理解・感得＝美的情操の養成＞

という考えが示されていた．したがって創作教育

の基本姿勢も，「全部の児童ができなくても大部分

の児童に創作の体験を味わわせたい．何もりっぱ

な曲を作るということを目標としないでも，作曲

の体験を持つことによって音楽美の理解を深めれ

ばよい」14）というものであった．こうした結果よ

りも創作体験の重視という姿勢は，全学年通じて

学年別の創作の指導目標にも貫かれていた． 

 具体的な内容を見ると，低学年では，子どもの

思いつきの旋律を大切にして，楽譜については五

線やト音記号などについて少しずつ指導するが，

学習結果の考査はないというものだった15）． 

 中学年では，創作に対する興味を高め，既成曲

に類似した歌の創作，自作の歌詞や自由な旋律創

作の試みの他に，旋律中の空白部分をつなぐ活動

などを提示していた．楽譜や楽典についての知識

や鑑賞と関連させた形式の理解など，次第に知的

な理解を深めることになっており，考査は，３年

生では記譜力だけが対象で，４年生で初めて簡単

な旋律創作を加えていた16）． 

 高学年では，楽典の知識を深めることや鑑賞と

関連させた形式や構成の理解と共に，旋律創作を
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中心におき，６年生では，進歩の程度に応じて和

声（伴奏）を指導しても良いことになっていた．

考査は中学年よりもレベルアップした記譜と楽曲

の創作力を対象としたが，「個々の児童の能力に応

じた問題を考慮することが必要である」と明記さ

れた17）．どの学年も，特に才能に恵まれた児童に

は適切なヒントや課題を与えても良いことになっ

ており，全体的に創作と音感教育のために簡単な

聴音も奨励していた．このように創作活動につい

ては，かなり個人差に対応しようとする意図が見

られたが，内容的には旋律創作が中心であった． 

 なおアメリカ教育使節団が期待していた日本の

文化的伝統の充実については，日本側がこれを無

視したわけではなく，第１次試案においては創作

よりもむしろ歌唱や鑑賞によって，３年生までに

ヨーロッパ音楽の感覚を作り上げ，その後に伝統

音楽を導入するという考えが示されていた18）． 

 一方，第１次試案で注目したいのは，音楽と他

教科や学校生活との関連について，４頁にわたっ

て言及していることである．体育とはリズムや精

神的解放との関係，社会科とは音楽的創造と社会

との関係，理科とは声や楽器の音との関係，算数

とは速度・拍子・音の長さなどの数量との関係，

工作とは簡易楽器づくりとの関係，そして国語と

は国語教材や劇や情緒的発達との関係が強調され

ていた．同時に，学芸会，運動会，遠足，音楽会，

学校行事，儀式など，学校生活全体のあらゆる場

面で音楽が浸透することが望ましいとの考えが明

示されていた19）． 

 1946年６月に，文部省は暫定教科書として，初

等科用６冊，高等科用１冊を発行したが，新教育

制度の発足に伴い，第１次試案とほぼ並行して新

しい国定教科書の編纂が行われた． 

 小・中学校の音楽教科書編集作業は，諸井三郎

と共に1947年に文部省入りした近森一重の下で，

文部省任命の編集委員によって進められた20）． 

 1947年年５月から６月にかけて発行されたこの

小学校の音楽教科書には，次のような特徴が見ら

れる．すなわち国民学校時代に禁止されていた外

国曲や邦人の既成作品の導入，作詞・作曲家名の

明記，全曲伴奏譜付き，楽器などの写真やかわい

い絵譜やイラスト，基礎的な楽典などが特徴的な

新感覚の教科書であった21）．しかしながらこの教

科書は歌唱曲だけの教科書であった．これを補う

かのように，文部省は1948年に『合奏の本』と子

どもから募集した作曲集を出版した22）． 

 この後，1949年からは民間出版社の検定教科書

の使用が認められるようになる．  

 諸井の高邁な理想を基に，短期間で作成された

1947年の第１次試案の問題点を敢えて挙げるなら

ば，芸術教育の立場から，良い音楽
．．．．

を求めること

によって，教材とする音楽を差別化し，結果的に

音楽観の広がりに制約を与えたことにあったと思

われる．しかしそれは軍需品から芸術音楽への転

換期の歴史的必然性でもあった．むしろ終戦後の

不安定な時代に，戦争で汚れた音楽と音楽教育に，

プライドを取り戻させた諸井の優れた見識や業績

を高く評価したい． 

 

（2）昭和26年版学習指導要領（第２次試案） 

 戦後の教育改革が進む中で，国際情勢は急速な

変化を見せた．いわゆる東西冷戦時代が到来し，

中華人民共和国の創立，1950年6月の朝鮮戦争勃発

など，アジアにおける政治体制の衝突も表面化し

た．東西緊張が続く中で，アメリカは日本をアジ

アの軍事的拠点にするために，対日政策を転換せ

ざるを得なかった．同年８月には，第１次アメリ

カ教育使節団の勧告に沿った追跡調査を目的に，

W.Eギブンズを団長とする第２次米国教育使節団

が来日し，９月には報告書が提出された．特徴的

な勧告の1つに，全教科課程による道徳教育の強化

がある23）．このような状況の中で，1951年12月に

改訂版学習指導要領音楽科編試案（以下第２次試

案）が出された．  

 音楽科の第２次試案を推進したのは，第１次試

案が出された直後に文部省入りした真篠将であっ

た．真篠は1949年頃から改訂作業に取りかかった24）．

この時，諸井はまだ文部省に席を置いていたが，
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この第２次試案については直接関与していない．

初等教育課文部事務官の真篠将と中等教育課文部

事務官の近森一重が中心となり，前文部事務官の

青柳善吾，東京学芸大学教授の鳥居忠五郎，東京

都教育庁指導主事の浜野政雄他16名の小学校教諭

や校長によって，第２次試案が作成された25）．し

かしアメリカ側のチェックは厳しく，第１次試案

の時とは状況が一変していた． 

  真篠は文言を英訳してCIEに持参し，許可が下

りるまで何度も日参しなければならなかった．こ

の時のCIEの音楽担当司政官は，アンブローズと

いう女性で，途中でユアーズという男性に代わっ

た．彼らは，アメリカの各州の指導要領，教科書，

指導書，手引き書，J.マーセルの著書などを次々

と読むように指令した26）．これを受けて，真篠は

複数の州の年間指導計画や実践計画などを翻訳し

つつ改訂作業を進めた．真篠は，「絶対命令とはい

うものの，私にとっても，日本の音楽教育の発展

という立場からみても，新しいものを吸収できた

という点では，たいへんプラスになった」27）と，

当時のことを肯定的に述懐している． 

 また第２次試案は，第１次試案の改訂というよ

りは，「まったく新しく作るんだというような考え

方でスタートした」28）と，後年，彼が語ったよう

に，形式や内容は第１次試案とかなり違うものに

なった． 

 小学校版と中学校・高等学校版の２冊に分冊さ

れた第２次試案には，児童の音楽的発達段階の認

識や指導法などに，主にマーセルの音楽教育論が

反映され，内容的にも充実したものになった． 

 小学校版の音楽教育の目標は，「音楽経験を通じ

て，深い美的情操と豊かな人間性とを養い，円満

な人格の発達をはかり，好ましい社会人としての

教養を高める」であった．第１次試案の＜音楽美

の理解・感得＝美的情操の養成＞という考え方か

らすると，音楽経験重視の方向に転換したものの，

音楽美を求める芸術教育としての音楽教育は継承

されたといえよう．また多様な音楽学習活動の充

実，他教科との関連の重視なども踏襲された． 

 この音楽教育の目標を達成するために示された

た７つの一般目標の内，第３番目には，「音楽の表

現技能を養い，音楽経験を通しての創造的な自己

表現を奨励する」が掲げられていた29）．そして小

学校の音楽学習では，歌唱・器楽・鑑賞・創造的

表現・リズム反応の５つの音楽経験と，その学年

別の指導目標や学習活動例が示された．この中で

特に創作活動に関連するのは，次項で触れる創造

的表現とリズム反応である．    

 一方，中学校・高等学校版は表現（歌唱・楽器

の演奏）・鑑賞・創作・理解の４つを学習内容とし，

創作は，旋律創作，伴奏，歌づくり，器楽曲，編

曲など，作編曲能力をその内容としていた． 

 この第２次試案に関して，文部省は，小学校関

連６冊，中学校関連３冊の指導書を刊行したが，

このうち小学校用の６冊の中に，「音楽科編」が含

まれていた．日本で初めて出版された学習指導要

領準拠の音楽科の指導書である．全350頁の中で，

特に第６章の創造的表現の指導法については，64

頁にわたって多くの事例や指導法が書かれている．  

 真篠を中心にこの指導書を編集した11名の編集

委員の内，半数を超える６名（真篠将，梶野健二，

川本久雄，中野義見，浜野政雄，吉井協子）が，

第２次試案の作成委員でもあった．このメンバー

に５名の研究者や校長が加わり，さらに全国の研

究者，教諭，指導主事など12名の協力委員の意見

が反映され，学習指導要領を補う具体的な内容の

指導書に結実されたのである30）． 

 

（3）創造的表現とリズム反応の内容 

 昭和26年の小学校の第２次試案における５つの

学習経験に，創造的表現（Creative Expression）や

リズム反応（Rhythmic Responce）が入ったのはCIE

側の強力な指導によるものだった31）．  

 当時としては非常に画期的なこの２つの具体的

な内容を検討したい． 

 1950年頃には，創造的表現という用語は既に非

常にポピュラーに用いられるようになっていた．

真篠は自著で，この創造的表現を「個性的な音楽
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的独創力 ―すなわち，音楽活動とわれわれ自身の

全自我とを完全に一致させること―と解すべきで

ある」と述べた．そして作曲だけでなく音楽教育

は全てが創造的でなくてはならないのであり，創

造的表現はある学年やレベル，また特別に才能が

ある人だけの特権ではなく，誰もが教わることが

できるものだと説明していた32）． 

 創造的表現については，第２次試案の「まえが

き」においても，小学校では形式に基づく作曲の

みでなく，むしろ作曲や創造的表現の基盤となる，

表現意欲の高揚，音楽性の開発，創造性の育成を

ねらっており，歌唱・器楽・鑑賞・身体的表現な

ど，あらゆる学習活動において創造性を重視した

指導をすべきであると説明されている． 

 さらに創造的表現能力を発達させるために，①

音楽的な経験を豊富にする，②想像力を刺激する，

③模倣性を指導する，④即興の能力を養う，⑤批

判力を養う，⑥音楽語いを豊富にする，⑦読譜力

と記譜力を身につける等が重視された33）．   

 第２次試案の創造的表現の項には，次のような 

活動内容が見られる．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように学習活動の多様性の面では，創造的

表現は第１次試案の創作活動をはるかに超えてお

り，これらの内容からわかるように，現在の音楽

づくりに匹敵する活動も少なくなかった．  

 一方，第２次試案におけるリズム反応とは，「聴

覚を通し，運動感覚を通し，あるいはまた，視覚

などを通して慣らされているいろいろなリズムを

知覚し，また，身体的なリズミカルな運動として

表わされる音楽経験のすべてをさすもの」であり，

受動的な面と，能動的な面の指導がある34）． 

 受動的な面とはリズムに対する反応とリズムの

自由な解釈までを含む．一方，能動的な面とは受

動的リズムをもとにして，様々なリズムを感受し

たり，リズム楽器の演奏や音楽表現全般の技能に

発展させたりすることである．能動的な面の学習

の流れは次の通りである35）． 

①模倣から始まり，創造へと発展させる． 

②身体的運動として反応させる． 

 例えば，歩く，走るなどの自由なリズム活動や

環境のリズム模倣，音楽の解釈や動作表現等 

③リズム型やその組み合わせの理解，リズム譜の

理解やリズムに対する反応力をつけさせる． 

 例えば，音符や休符やその組み合わせ，リズム

の聴き取りや組み合わせの理解，リズム譜や総

譜読みとその反応，リズム・バンドへの参加等 

 つまり規則的な反復や動きによって，リズムの

模倣を経験し，様々な身体表現を体験しながら次

第に知的な理解を広げ，リズム反応や創造的なリ

ズム表現能力を高めるといった流れであった． 

 このリズム反応の導入もCIE側の指導によるも

のであったが，日本側には既にリズム反応の活動

を受け止めるだけの土壌があった．大正期に創作

活動の導入に熱心だった青柳善吾や草川宣雄らは，

戦前からダルクローズのリトミック教育を高く評

価していた．とりわけ草川宣雄は，太平洋戦争勃

発前夜の1940年に出版した自著の中でも，ダルク

ローズのリトミックを詳細に紹介していた36）．つ

まりCIEの指導に俟つまでもなく，日本には既に

リズム反応を核とするリトミックが導入されてい

たのである．このリズム反応の活動は，現在では，

表現と鑑賞の両領域に組み込まれている． 

 

・音楽の感じに注意して聞くことや自由な解釈

・リズムや曲想などに表す身体表現 

・動物や自然など環境音への気づきや模倣 

・周囲の音を活用したリズムや旋律創作 

・音楽による詩・舞踊・絵の創作 

・旋律創作に関する段階的な指導法（リズム

替え、空白埋め、部分創作、言葉へのふしづけなど）

・歌唱教材、器楽曲・歌曲の編曲 

・創作活動と歌唱、器楽、鑑賞などとの関係 

・人形劇、音楽劇、舞踊、黙劇化などの総合的

表現活動との関連 

・和音の歌唱や鑑賞や組み合わせの工夫 

・高学年における他教科との関連の明確化 

など
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 ４．創作に関するアメリカの影響や教育実

践 
  

（1）第２次試案におけるアメリカの影響 

 真篠がCIEの音楽担当司政官から読まされた資

料や著書などのうち，1951年２月に『ネブラスカ

州教育局音楽指導の年間計画』37），1952年２月に

『ミネソタ州教育局音楽教育の実践計画』38）が真

篠の邦訳で音楽之友社から出版された． 

 前者の年間計画には，小学校音楽の36週にわた

る授業計画が詳細に記述されている．特に絵譜に

よるリズム・バンド，振り付きの歌唱，劇化，動

物の鳴き声表現，音楽鑑賞と拍打ち，身体表現，

手づくり楽器や手づくり音楽箱の活用，凧や風車

の歌にその形を模した指揮練習，民謡と民俗舞踊

など，豊富な創造的活動が含まれている． 

 後者の実践計画には，幼稚園から第８学年まで

の各学年ごとの活動は，歌唱の経験，鑑賞の経験，

リズムの経験，創造的経験の４項目で書かれてお

り，器楽については，学校ごとに子どもの成長に

応じて，オーケストラの団体訓練に至るまでの器

楽教育計画のモデルが示されている． 

 本実践計画におけるリズム経験は，主に歩行，

走行，行進，跳躍，歌遊戯，フォークダンス，劇

化で構成されている．第４学年以上になるとリズ

ムやフレーズなどの基礎学習に関連づけられ，さ

らに踊りの平衡美や形式美とリズムとの関係など

へと段階的にレベルが上がる．創造的経験につい

ては，教師との問答，物語と音楽，遊戯やオペレ

ッタの創作と発表，旋律創作と歌詞や伴奏の工夫

など多様な創作活動の他に，創作と他教科との関

連も提示されている． 

 日本の実情にそぐわない部分もあるが，この２

つの著書は第２次試案の音楽科編を構想する上で

ベースになったのは明白である． 

 ところでミネソタ州の実践計画で注目すべきこ

とは，第５学年および第７・８学年の教師用参考

図書の中に，アメリカのCMMの先駆者の1人であ

るサティス・コールマンの著書『家庭における創

造的な音楽』が含まれていたことである39）． 

 大正新教育期運動推進者の1人として知られて

いる木下竹次は，コールマンの考えに共感し，「創

造的音楽は教育の神髄に触れ児童の教育と発展と

に貢献する」40）と考え，コールマンの主張を紹介

しつつ，児童による作曲や手づくり楽器なども推

奨していた． 

 また草川宣雄はコールマンの楽器の製作に触発

され，戦時中にあっても実際に子どもたちの手づ

くり楽器による音楽会を自宅で開催していた41）． 

 さらに戦時中の国民学校芸能科音楽の教科書，

『ウタノホン上』『うたのほん下』『初等科音楽』

の教師用書にも，手づくり楽器の奨励や音具とし

ての日用品の活用が継承されていた42）． 

 戦後教育改革期における創造的表現は，日本の

1980年代以降のCMMとの関係は希薄という見解

が一般的だが，この時期に模範としたアメリカの

著書や実践計画に，既に日本で大正期から着目さ

れていたコールマンら創造的音楽教育推進者の影

響が認められる．つまり間接的に試案期の学習指

導要領にCMMの教育理念が反映されたと見るこ

とができる．この時代と現在が，音楽づくりによ

って線でつながる可能性が皆無とはいえない． 

 さらにこの時期に主要な理論書として紹介され

たマーセルの音楽教育論は，その後の日本の音楽

教育に強い影響を与えた43）．マーセルが主張した，

子どもの自己表現力を高め，音楽を通して子ども

の全人的な発達を促し，子どもの生活に豊かに音

楽が息づくような音楽教育とは，すなわち第２次

試案が求めた姿であった．     

 

（2）コア・カリキュラムと創作活動 

 CIEは戦後の民主主義教育の理念を代表する新

教科の社会科を特に重視し，カリキュラム作成の

参考資料の１つとして，社会科担当の勝田守一に

渡したのがコア・カリキュラムのバージニア・プ

ランだった44）．このプランのスコープ６には，「美

的欲求の表現」（芸術）があり，中心学習の中に，
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「美を鑑賞する時間」や「創作と制作の時間」な

どが提示されていた45）．しかし前述したように音

楽科がこれを参考にした形跡はない． 

 日本では戦後初の民間教育運動の組織として，

1948年10月にコア・カリキュラム連盟（以下コア

連）が発足した．学校単位の加盟を原則とするコ

ア連では，桜田プラン，明石プランなど，様々な

○○プランが提案されたが，音楽は歌唱が加わる

程度だった．そのため真篠はコア・カリキュラム

では系統的な音楽学習が難しいと考え，音楽科独

自のプランの必要性を主張した46）． 

 音楽教育者がコア・カリキュラムを意識して作

成した案には，小峯友一が1948年に教育雑誌『教

育研究』に発表したプランがある47）．また真篠と

同様に，聴覚訓練や音楽による自己表現が中心の

音楽科の場合，従来のコア学習では十分に学べな

いと考えた近森一恵（当時，文部省図書監修官）

は，1949年にコア学習を意識した音楽カリキュラ

ムを発表した48）．この書には，多くの創造的表現

が含まれていた．すなわちリズム即興表現，絵と

音楽遊び，リズムや合奏の工夫，音楽劇，身体表

現，ダンス，手づくり楽器，歌詞付き旋律創作，

盆踊り，ミュージカル，唱歌劇，世界の諸民族の

音楽鑑賞と民族楽器用の曲づくり，民族舞曲の作

曲などである．しかしながら基礎学力の低下など

の問題や日本独自の展開の限界から，1953年には

コア連は日本生活教育連盟に発展的解消を遂げる．

以後，音楽側の動きも停滞し，具体的な展開をみ

せることはなかった． 

 

（3）創作関連の書籍出版 

 1947年6月の第１次試案から僅か数ヶ月後の翌

1948年には，早くも教師向けの全３巻の指導法の

著書『小学校の音楽指導』が発刊された49）．終戦

後間もない物不足の折，使用できる用紙の制限も

あり，粗末なざら紙の本だったが，その内容は画

期的なものであった．すなわち全巻通して歌唱・

鑑賞・器楽・創作・唱歌劇に関する教師用の具体

的な指導法が示された．この他，上巻と中巻の戸

倉ハルによる唱歌遊戯（振り付きの歌）や作曲家

で音楽教育にも造詣が深い下総皖一の創作指導の

項（全３巻通し）など充実した内容だった．特に

下総の創作の内容は，低学年で記譜法や読譜法，

中学年で和声の大要，高学年で楽式や和声に則っ

た創作などハイレベルなものであった．また全巻

に楽譜付きで掲載された唱歌劇には，現在の総合

的な学習に匹敵するような活動も含まれていた． 

 同1948年に，井上武士が全10巻の新音楽教育叢

書の第５巻『音楽創作指導の実際』を著した50）．

井上は，当時東京高等師範学校教官であったが，

附属校教官時代の実践経験を生かし，唱謡構成法，

楽式構成法，リズム構成法，和声構成法という４

つの実践的な創作方法を提示した．また同シリー

ズ第７巻は，器楽分野の先駆者の1人上田友亀が器

楽指導について執筆した51）．上田は簡易楽器（誰

もが気軽に手にすることができる楽器）という用

語の生みの親であり，コールマンの影響を受けて，

熱心に手づくり楽器を奨励した人物でもある．こ

の全10巻の新音楽教育叢書シリーズもまた，粗悪

な藁半紙によるＢ６版の本だったが，「国民１人１

人の心を美しくし高くするための音楽教育を，正

しく行うよりどころとして編まれました」52）とい

う本シリーズ刊行の趣旨からも，音楽教育の再建

に向けて尽力した，当時の音楽教育者たちの高い

志とエネルギーが伝わってくる． 

 1950年には，師範学校から教育大学に改名した

東京教育大学の教育学研究室編からは各教科対応

の『教育大学講座』（全36巻）が刊行された．第24

巻の『音楽教育』の中で，真篠は，創造的表現は

個性的な音楽的独創力であり，作曲だけでなく多

様な音楽活動によって伸ばすべきという翌年の第

２次試案に反映される持論を唱えていた53）． 

 1952年になると紙質も装丁も改善されて書籍ら

しいものになる．同年２月には，諸井三郎監修に

よる全３巻の音楽教育講座が出版され，その第３

巻は２つの新分野に関する「器楽と創作編」であ

った54）． 

 器楽分野では，福田美稲と上田友亀が，竹笛，
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篳篥，弦楽器や木琴などの作り方や練習法を紹介

した．学校における器楽教育の啓蒙期であったた

め，手づくり楽器には創造性の開発以外に，楽器

不足や粗悪な楽器の補填という意味もあった． 

 本書の創作分野では，作曲家の清水脩が「簡易

楽曲の作曲及び編曲法」，岡本敏明が「児童作曲の

手引き」を執筆した．岡本は旋律創作の前提とし

て，即興作曲やリズム訓練を重視していた． 

 同年，作曲家の平井康三郎も，基礎訓練や和音

による創作法や児童作品を豊富に掲載した個性的

な『音楽教室作曲指導』を出版している55）． 

 同じく７月には，文部省関係者や学習指導要領

執筆者による第２次試案準拠の教育課程シリーズ

『音楽教育体系』（全６巻）の出版が始まった56）．

そして1955年に出版された音楽教育講座の第５巻

は，真篠編集による『創作の指導』57）だった． 

 以上のように，1940年代半ば以降には，新分野

の創作に関する啓蒙的な動向の1つとして，矢継ぎ

早に多数の音楽教育書が出版されたのである． 

 

（4）音楽科の教育指導者講習会（IFEL） 

 1952年10月６日から６週間にわたって東京芸術

大学音楽学部で音楽科の教育指導者講習会（The 

Institute for Educational Leadership ，以下IFEL）が

開催された．本講座の担当主事は，東京芸術大学

教授の下総皖一だった．戦後初めて複数の校種が

一同に会した音楽教育の研究集会であり，様々な

教育問題が活発に論議された． 

 創作関連で注目したいのは，試案期の学習指導

要領をIFELの小学校グループにおいて検討した

結果，次の指導要領の改訂方向を示唆するような

指摘がなされたことである58）． 

・第１次試案は学問的だが経験的な面が不十分で

あり，第２次試案はその逆である．どちらにも

矛盾しない指導要領の記述が必要である． 

・音楽経験としては，論理的に矛盾しない歌唱，

器楽，鑑賞，創作の４つにすべきである． 

・学習者の側からすると，創造的表現もリズム反

応も音楽経験の副産物的なもので検討を要す． 

 そして全ての音楽活動を通じて行うことになっ

ていた創造的表現とリズム反応の学問的な分類上

の位置づけや活動場面の曖昧さも問題視された．

これらの議論は法文的表現に変わった1958年の学

習指導要領に反映され，創造的表現は創作領域，

リズム反応は音楽活動の１つに位置付けられた． 

 

（5）創作の授業実践 

 学習指導要領，著書の刊行，講習会などの動向

を見てきたが，実際の教育現場では，創作の授業

はどのように行われていたのであろうか．新教育

に目覚めた教師たちは，各学校で手探りで創作指

導を行っていたのであろうが，それらは記録に残

っていない．この時期の実践は，当時の教育雑誌

の関連記事から推測するしか方法がない．定期刊

行物を発行しているのは国立大学の附属校である

ため，公立校より先導的な実践が多く，当時の平

均的な実践とはいえない．しかし公開研究会を開

催する附属校は，どの時代の教育実践に対しても

強い影響力があると考えられる． 

 本稿では，東京高等師範附属小学校（現在は筑

波大学附属小学校）および奈良女子高等師範学校

附属小学校（現在は奈良女子大学附属小学校）の

定期刊行物を検討した．  

 前者の『教育研究』における昭和20年代から，

第３次学習指導要領が告示される前年の昭和32年

までの創作に関する記事は（表１）のとおりであ

る59）．本誌は，昭和16年３月号を最後に，戦争の

ため一時休刊を余儀なくされたが，戦後の昭和21

年７月号から復刊した．創作に関する38件の記事

のうち，小林つや江が24件で，そのうち具体的な

事例を含む記事（◎）は15件もある．すなわち戦

後の新教科書編集作業のメンバーでもあった小林

つや江は，この時期に実践面で創作分野をリード

していた教師の1人だったといえよう．小林の創作

指導の特徴は，以下の通りである． 

・創作の準備期として低学年で基礎を重視した． 

・子どもが口ずさむ歌の採譜などから出発した． 

・体育・国語など，他教科との関連を重視した． 
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・模倣，穴埋め，続きの創作などから旋律創作に

発展させる工夫を行った． 

・音楽あそびや身体表現を重視した． 

・即興表現を重視し，創作へと発展させた． 

 なお７件の事例入り記事を書いている川本久雄

は理論的系統的な創作指導の研究に特徴が見られ

る．この他，鳥居数子がリズム遊びや身体表現の

分野で成果を上げていた．  

 一方，奈良女高等師範学校の『学習研究』も，

戦時中の休刊後，1946年7月号より再開した60）．（表

２）からわかるように，当時同師範学校附属小学

校で音楽を担当していた前田卓央は，1953年10月

に弘前大学に転任するまで，本誌に執筆した全30

編中，11編の創作関連の記事を書いていた． 

 前田は創作活動を作曲学習と考えていたため，

音楽あそびや身体表現などを含む小林つや江の実

践ほどの多様性はみられない．しかし次のような

発達段階に配慮した指導法を追究していた． 

・低学年は記譜のない即興的な歌唱を楽しむ． 

・中学年は歌唱しながら空白部分の旋律をつくり，

次第に記譜力をつけていく． 

・高学年は歌詞との関係を把握しながら，４小節

から16小節程度の旋律創作にまで発展させる． 

 そして，①歌ってつくる，②穴埋め創作から自

由創作へ，③短いものから長いものへ，という３

つの創作指導のポイントを重視した．前田は小学

校教諭として最後の２年間，すなわち1952年と53

年の卒業式を子どもの作品発表の場とした．６年

生が自作の「別れの歌」を歌い，５年生もまた自

作の「送る歌」を披露したことは刮目に値する．

残念なことに，前田転任後は，この時期の『学習

研究』から音楽の創作関連の記事が消えた． 

 紙幅の関係で，小林や前田の事例紹介や分析を

細叙できないが，それは別の機会に譲りたい． 

 大正期に一部の先導的な教師だけが試みていた

創作活動であったが，終戦後の約10年間は，第1

次・第２次試案への創作活動の導入，多数の著作

出版，講習会などが，小学校の創作活動の実践に

拍車をかけた時代であった．第２次試案の創造的

表現には注目すべき内容が含まれていたが，その

理論的位置づけはまだ脆弱だったといえよう． 

 

 おわりに 
 

 音楽科は学習指導要領が改訂されるたびに，教

科の存続や時間削減などが俎上に上る．しかし音

楽科は，崇高な理想を掲げて芸術教育宣言をして

から，既に60余年の星霜を経てきている．この間

の音楽教育の発展には瞠目すべきものがある． 

 昭和20年代後半は，環境音への関心や模倣，詩・

舞踊・絵による音楽づくり，段階的な旋律創作指

導法，人形劇，音楽劇などの総合的表現活動や他

教科との関連など，創造的表現に現在の音楽づく

りに重なる活動が多く，創作教育史上，特筆すべ

き時代である．しかし子どもが体験する活動が酷

似していても，その意味が同じとは限らない． 

 創作導入期の音楽教育史を振り返り，次のよう

な現代の音楽づくりの特長が浮き彫りになった． 

①CMM導入以降の音楽づくりは，時代的にもジャ

ンル的にも幅広い音楽観に裏付けられており，

西洋音楽の約束事だけに拘束されていない． 

②現代の環境音への認識は，マリー・シェーファ

ーの音風景（soundscape）の概念が導入され，

環境への創造的な働きかけも内包している． 

③諸民族の音楽，日本の伝統音楽，ポピュラー音

楽など全ての音楽が音楽づくりの対象であり，

文化としての音楽教育が追究されている． 

④旋律創作の準備としての即興表現だけでなく，

多様な様式や活動を含む即興表現自体の価値

が認められている． 

⑤音楽づくりは，手づくり楽器や身体反応も取り

込んだ多様で広がりのある活動になっている． 

 

 2008年３月告示の新学習指導要領によって，小

学校における音楽づくりという用語は，再表現の

音楽推敲を含まない純粋な創作活動の総称となっ

た．現在，用語の問題だけでなく，創作分野は内

容的にも新局面を迎えている．  
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 音楽づくりは，子どもが好きな音楽活動である．

そして本来，教師が子どもと共に題材開発できる

広がりのある分野でもある． 

 終戦直後の混乱期に新教育の確立に尽力した先

達の高邁な理想とエネルギーに学びながら，21世

紀の音楽教育の推進力となり得る音楽づくり（創

作）の研究と実践を，今後も継続的に深化させて

いかなければならないと痛感している． 

（表 1）『教育研究』における創作関連の記事 

＊ ◎＝具体的な指導事例あり ○＝◎以外の創作関連記事 なお創造的な身体表現を含む。

年 月 頁 著者 タイトル 事例

7 月号 38-39 頁 井上武士 音楽教育よ、本道に還れ ○昭和 21年 

  11月号 7-10 頁 諸井三郎 音楽教育の進路 ○

4 月号 19-23 頁 小林つや江 新小学校の音楽教育 ○

7 月号 19-22 頁 小林つや江 音楽教育に於ける創作指導への一過程 ～１ねんせいのおんがく～ ◎

昭和 22年 

  
  11月号 36-38 頁 小林つや江 音楽科の自由研究 ◎

2 月号 4-11 頁 小峯友一 単元及び教科書内容について ○

2 月号 31-33 頁 小林つや江 音楽の創作指導以前 ◎

2 月号 34-41 頁 川本久雄 音楽における創作教育の目標とその一方法 ◎

昭和 23年 

  
  

  5 月号 34-36 頁 小林つや江 音楽科に於ける表現活動  ○

1 月号 33-37 頁 小林つや江 ある日の音楽教室 ◎

4 月号 54-57 頁 小林つや江 音楽カリキュラムのたて方 ◎

4 月号 51-55 頁 小林つや江 ある日の音楽教室(2) ～みよこちゃんあそびましょ～ ◎

昭和 24年 

  
  

  12月号 48-53 頁 川本久雄 『私たちの音楽』について ○

1 月号 27-32 頁 小林つや江 情操学習における音楽指導 ◎

2 月号 43-46 頁 鳥居数子 リズム遊びとリズム運動 ◎

3 月号 36-38 頁 小林つや江 音楽教科書について ○

6 月号 59-63 頁 鳥居数子 生活学習に於ける身体的表現能力 ◎

昭和 25年 

  
  

  

  12月号 47-50 頁 小林つや江 音楽の学習指導要領はどうかわるか ○

4 月号 40-45 頁 小林つや江 音楽クラブ ○

5 月号 61-66 頁 小林つや江 音楽の学習指導要領はどのようにかわってきたか ◎

5 月号 42-48 頁 川本久雄 音楽教科書の使い方 ◎

8 月号 39-45 頁 小林つや江 音楽は単元学習ができるのか ○

昭和 26年 

  
  

  

  12月号 69-72 頁 川本久雄 旋律型（音楽語い） ◎

5 月号 42-44 頁 小林つや江 楽しかった授業 ◎

6 月号 53-56 頁 小林つや江 音楽科学習指導要領について ～創造的表現の指導法～ ◎

9 月号 41-45 頁 川本久雄 旋律に歌詞を付ける練習 ～音楽における創造的表現～ ◎

10月号 71-75 頁 川本久雄 リズム反応の 1 つの面 ◎

10月号 44-47 頁 川本久雄 音楽鑑賞の指導 ◎

昭和 27年 

  
  

  

  
  12月号 39-42 頁 小林つや江 創造的表現 ～子どもたちはこんなにして歌をつくることをよろこぶ～ ◎

3 月号 40-44 頁 小林つや江 私の学校の音楽教室 ○

6 月号 30-70 頁 小林つや江 音楽教科書の活用について ～わたしたちのおんがく（１ねんせい･２ねんせい）～ ○

9 月号 57-62 頁 川本久雄 歌詞創作の指導 ◎

昭和 28年 

  
  

昭和 29年 4 月号 64-68 頁 小林つや江 低学年において音楽の感覚をどのように導くか ◎

2 月号 37-38 頁 小林つや江 リズムを通しての音楽の学習 ◎昭和 30年 

  11月号 43-46 頁 小林つや江 音楽科における鑑賞と表現について ○

昭和 31年 11月号 16-18 頁 真篠将 音楽科の学習内容について ○

2 月号 67-70 頁 小林つや江 音楽問答による創造的表現 －お正月にはなにしてあそぼう－ ◎昭和 32年 

 12月号 48-50 頁 小林つや江 表現あそび －一本ばしわたろ－ ◎

（表２）『学習研究』における創作関連の記事 

年 月 頁 著者 タイトル 事例

1 月号 32-33 頁 前田卓央 自由研究実践報告 音楽クラブ ○

5 月号 15-18 頁 前田卓央 作曲指導の過程概要 ◎

昭和 23年 
  

  8 月号 30-32 頁 前田卓央 緑陰随想 顔と音楽 ○

3 月号 40-41 頁 前田卓央 教師のノート 最近の学童音楽の動向 ○

10月号 10-15 頁 前田卓央 音楽的能力はどうして育てるか ◎

昭和 24年 

  

  12月号 19-22 頁 前田卓央 私の作曲指導の立場 ◎

昭和 25年 12月号 43-44 頁 前田卓央 音楽的能力の指導 ◎

昭和 27年 4 月号 41-45 頁 前田卓央 生活行事と音楽創作 ◎

4 月号 32-35 頁 前田卓央 指導ノート 別れの歌 ◎

6 月号 17-26 頁 前田卓央 音楽学習形態の総括的研究 ◎

9 月号 53-58 頁 前田卓央 旋律創作指導の初歩教材 ◎

昭和 28年 

 

 
 10月号 45-47 頁 前田卓央 児童作歌曲選 ◎
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年）に詳しい． 

12）諸井三郎・記者「対談・戦後音楽教育の出発点を

探る」（『音楽教育研究』NO.64.1971年8月号，音楽

之友社28～41頁）．諸井の意見が受け入れられてい

たことは，CIEの会議録からもうかがうことができ

る．「GHQ/SCAP音楽教育関係会議録抜粋」（江崎

公子編『音楽基礎研究文献集』第14集，大空社，

1991年）の〔8〕〔12〕〔17〕〔19〕〔21〕〔23〕〔25〕
の資料を参照されたい． 

13）木村信之著『音楽教育の証言者たち下』音楽之友

社，1986年．花村大の項，8～10頁参照．なお1947
年の学習指導要領の作成主体に関する論文として

は，管道子「昭和22年度学習指導要領・音楽編（試

案）の作成主体に関する考察」（日本音楽教育学会

『音楽教育学』第20-1,3～14頁）がある．管は諸井

の主張が，知識・技術主義への偏向を導く基因と

なるものがあったと結論づけているが，諸井が前

掲7）の書（8～9頁）で，知識・技術中心主義に警

鐘を鳴らしていたことを看過してはならない． 
14）文部省『学習指導要領音楽編』（昭和22年版），東

京書籍，1947年，3頁． 
15）同上，51～53頁と58頁参照． 
16）同上，64頁と70～71頁参照． 
17）同上，77～78頁と82～83頁参照． 
18）同上，65頁．また各学年の歌唱と鑑賞の項も参照

されたい． 
19）同上，25～28頁． 
20）井上武士著『音楽教育明治百年史』（音楽之友社，

1967年，150～151頁参照）によると，小学校教科

書編集委員は，主に岡本敏明（国立音楽学校教授），

平井康三郎（作曲家，本名は保喜），小林つや江（東

京高等師範学校教官），勝承夫（作詞家）らであっ

た．中学校教科書編集委員は，併任の岡本，勝の

他に，井上武士，下総皖一，城多又兵衛，小出浩

平，名倉晰であった．この他に，小松耕輔や堀内

敬三らも協力者として参画していた． 
21）海後宗臣・仲新編纂『日本教科書体系近代編第25

巻唱歌』講談社，1965年，496～595頁．なお音楽

教科書を対象とする本書の編纂協力者は木村信之

（当時東京学芸大学助教授）である． 
22）合奏の本や子どもの作品集については，12）の対

談の中で諸井が語っている． 
23）第２次アメリカ教育使節団については，3）の書の

88～89頁に詳しい． 
24）真篠将著「戦後の音楽教育行政」，『音楽教育研究』

1968年4月号，音楽之友社，111頁．真篠の名前が

CIEの会議録に初めて登場したのは，1949年7月2日
であった．前掲12）の会議録抜粋〔35〕〔36〕〔38〕
〔39〕〔40〕〔43〕〔48〕の資料を参照． 

25）文部省『小学校学習指導要領音楽編』（試案）教育

出版株式会社，1951年，7～8頁に委員の氏名が五

十音順に掲載されている． 
26）前掲13）の木村の書．真篠将の項，48～49頁． 
27）同上，49頁． 
28）同上，47頁． 
29）前掲25）の書．14頁． 
30）文部省『小学校学習指導書音楽編』（1953年，教育

出版株式会社）は，中村紀久二監修『文部省学習

指導要領第14巻音楽編（1）』（大空社，1991年）を

参照．6名のメンバーに研究者の金子孫市・斉藤次

郎，教育委員会指導委員の島田節子・供田武嘉津，

校長の三井常三郎が加わった． 
31）前掲24）の論文．111頁． 
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32）真篠将著「音楽教育論」（教育大学講座24『音楽教

育』，金子書房，1950年，47-52頁）参照． 
33）前掲25）の書．112～114頁参照． 
34）同上，119頁． 
35）同上，119～122頁参照． 
36）草川宣雄著『国民学校音楽教授書』晃文社，1940

年，83～92頁参照． 
37）真篠将訳『ネブラスカ州教育局音楽指導の年間計

画』音楽之友社，1951年（Nebraska Department of 
Public Instruction" Music for Nebraska Elementary 
School Children"）． 

38）真篠将訳『ミネソタ州教育局音楽教育の実践計画』

音楽之友社，1952年（A Guide for Instruction in 
Music）． 

39）同上，99頁と138頁． 
40）木下竹次著「音楽心の発展」奈良女子高等師範附

属小学校『学習研究』1925年８月号，11頁． 
   なおこの頃，奈良女子高等師範学校教授で同附

属小学校主事も兼任していた竹下は，同タイトル

で９・10月号まで本論文を連載している． 
41）前掲36）の書，62～79頁．なおオカリナ，煙草箱

の弦楽器等の手づくり楽器による演奏会は，昭和

15年5月5日に草川邸で行われた．同書78･79頁． 
42）拙稿「子どもの創造性に着目した学習～日本にお

ける創作学習の変遷～」河口道朗監修『音楽教育

史論叢第Ⅲ巻（下）音楽教育の内容と方法』開成

出版，359～361頁参照．なお本稿は明治期から現

代までの創作学習に関する論文である． 
43）アメリカでは，戦時中の1942年に，全米音楽教育

者協議会（Music Educators National Conference略称

MENC）によって音楽教育の促進運動が開始され，

充実していた時期である．なお下記のマーセルの

代表的な著作は，昭和40年代になって邦訳された． 
・供田武嘉津訳『音楽教育心理学』音楽之友社，

1965年（James L.Mursell & Mabelle Glenn, The 
Psychology of School Music Teaching, 1931.） 

・美田節子訳『音楽教育と人間形成』音楽之友社, 
1967年（James L. Mursell, Human Values in Music 
Education, 1934.） 

・美田節子訳『音楽的成長のための教育』音楽之

友社，1971年（James L. Mursell, Education for 
Musical Growth, 1948.） 

44）前掲12）の対談，31頁． 
45）前掲11）の水原の書．228～241頁参照． 
46）真篠将著「コア・カリキュラムと音楽学習」，音楽

之友社『音楽教育研究』（1972年1月号，NO.69，51
～59頁）参照．なおこの論文は，『教育音楽』（昭

和24年８月号）の転載である． 
47）小峯友一著「単元及び教科書内容について」東京

高等師範附属小学校内初等教育研究会編『教育研

究』，1948年２月号，4～11頁 
48）近藤一恵著『音楽カリキュラム－単元学習の計画

と実際－』全音教科書株式会社，1949年．７名の

展開例執筆者は，瀬戸尊，福田静子，安井光昭，

梶野健二，根本四郎，川本久雄，濱野政雄であり，

このうち福田と安井以外は，1951年の小学校学習

指導要領の委員に抜擢された． 
49）『小学校の音楽指導』日本教育図書，1948年３月に

上巻（第1・2学年用）の著者代表は外山國彦，中

巻（第3・4学年用）の著者代表は井上武士，同年4
月に下巻（第5・6学年用）の著者代表は下総皖一． 

50）井上武士著『音楽創作指導の実際』音楽之友社，

1948年． 
51）上田友亀著『簡易楽器の教え方』音楽之友社，1948

年． 
52）この趣旨は，音楽之友社によって第１巻の冒頭に

掲げられたものである． 
53）『音楽教育』（東京教育大学内教育学研究室，金子

書房）は，真篠，近森，瀬戸，井上の共著． 
54）諸井三郎監修『器楽と創作編』河出書房,1952年． 
55）平井康三郎著『音楽教室作曲指導』同学社，1952

年．本書に掲載されている児童作品のレベルは高

く，器楽曲が多い． 
56）『音楽教育体系』（全６巻）音楽之友社． 
57）真篠将編『創作の指導』全音楽譜出版社，1955年．

供田武嘉津，飯田秀一など６名で執筆． 
58）『音楽教育法研究』音楽教育法研究集会報告書，音

楽之友社，1953年，81～83頁．なお参加者は，大

学（14），中学・高校（9），小学校（11），社会教

育（8）に講師（23）の全65名だった． 
59）『教育研究』は，筑波大学附属小学校にて閲覧した

ものである． 
60）『学習研究』は，奈良女子教育大学附属図書館のホ

ームページで見ることができる． 
 

 
 


